
１．自殺の実態を明らかにする
２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３．早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する
４．心の健康づくりを進める
５．適切な精神科医療を受けられるようにする
６．社会的な取組で自殺を防ぐ
７．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
８．遺された人への支援を充実する
９．民間団体との連携を強化する

自殺総合対策大綱（平成24年８月28日閣議決定）
～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～

国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が緊密な連携を図りつつ、国を挙げて自殺対策に取り組み、一人ひとりがかけがえのない個人として尊重
され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すものとする。

地域の実情に応じて、対策の有効性や効率性、優先順位などを検討し、国民一人ひとりに身近な地域において、それぞれの実情に応じたきめ細か
な対策を講ずることが必要。

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す＞

自殺総合対策の現状と課題 ： 地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策への転換

１．社会的要因も踏まえ総合的に取り組む
２．国民一人ひとりが自殺予防の主役となるよう取り組む
３．段階ごと、対象ごとの対策を効果的に組み合わせる
４．関係者の連携による包括的な生きる支援を強化する
５．自殺の実態に即した施策を推進する
６．施策の検証・評価を行いながら、中長期的視点に立って、
継続的に進める
７．政策対象となる集団毎の実態を踏まえた対策を推進する
８．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民
の役割を明確化し、その連携・協働を推進する

（第２） 自殺総合対策の基本的考え方 （第３） 当面の重点施策

○平成28年までに、自殺死亡率を17年と比べて20％以上減少させること
を目標とする。

（第４） 自殺対策の数値目標
○国における推進体制
○地域における連携・協力の確保 ○大綱の見直し
○施策の評価及び管理 （おおむね５年を目途に見直し）

（第５） 推進体制等

自殺総合対策における基本認識 ： ＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死＞
＜自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題＞
＜自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い＞

（第１） はじめに
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